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最高裁秘書第2924号

平成27年12月22日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

情報公開・個人情報保護審査委員会

委員長高橋 滋
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補充理由説明書等の写しについて（送付）

下記の諮問について，最高裁判所から当委員会に提出された補充理由説明書及び

資料の写しを送付します。

記

諮問番号平成27年度（最情）諮問第3号

〔

(担当）秘書課文書開示第一係電話03 （3264） 8330 （直通）
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平成27年12月22日
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最高裁判所事務総長戸倉
一
一
一

補充理由説明書

（平成27年12月9日付け依頼に対する回答）

下記1の諮問について，下記2のとおり理由を説明します。

記

1 諮問番号

平成27年度（最情）諮問第3号

2理由

（1）レファレンス業務を廃止した経緯等

行政局は， レファレンス業務（下級裁判所の裁判官から，行政・労働に関す

る法規の解釈適用に係る論点についての資料送付の依頼を受け，関係資料（裁

判例，文献等）を収集して同裁判官に送付する業務をいう。以下同じ。 ）を行

っていたが，平成24年に業務の見直しを行った結果，平成25年3月末をも

って同業務を廃止し，それ以来これを行っていない。なお， このときは規程等

の改正はされなかった。

その後，行政局では，平成27年3月31日をもって第二課行政判例係を廃

止することとし， これに伴い，最高裁判所事務総局分課規程及び関係通達（平

成元年3月22日付け最高裁総一第84号事務総長通達「最高裁判所事務総局

等の組織について」 ，平成13年3月26日付け最高裁行一第62号行政局長

通達「行政局の課に置かれる係の事務分掌について」 （以下「事務分掌通達」

という。 ） ）の改正等がされた。事務分掌通達には，行政局の第二課及び第三

（

（



課の各係の事務内容として，各係の所管に係る法規及び裁判例の「調査，研究

及び質疑に関する事項」 という記載があったところ，事務分掌通達が廃止され

て「行政局事務分掌」が新たに定められるに当たっては，既に廃止していたレ

ファレンス業務が文理上含まれると解釈され得る「質疑」 という文言は用いな

いこととされたものである。

(2)レファレンス業務を廃止した理由

行政局がレファレンス業務を行っていた背景として，かつては，下級裁判所

（特に地方庁）に勤務する裁判官にとって，行政・労働に関する法規について

の資料へのアクセスが困難であり，行政局において一定の範囲でそ|の支援をす

る必要性があったという事情があった。 しかし，そのような資料の収集等は，

本来は裁判官自身が行うべきものである上，近年は, IT技術が発達し，各種

の判例・文献データベース等も利用しやすくなり，上記のような支援の必要性

が相対的に低下したことから，行政局においてはレファレンス業務を廃止した

（
’

ものである。
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(原文は縦書き）

昭和二十二年十二月一日最高裁判所規程第五号

最高裁判所事務総局分課規程

改正昭和二三年七月二五日最高裁判所規程第 四号
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最高裁判所事務総局分課規程（昭二三最裁程二七・改称）

第一条最高裁判所事務総局に次の局及び課を置く。

秘書課

広報課

情報政策課

総務局

人事局

経理局

民事局

刑事局



行政局

家庭局

（昭二八最裁程二・全改、昭三四最裁程六・昭三八最裁程一・昭五五最裁程一・

平一六最裁程八・一部改正）

第二条秘書課においては、次の事務をつかさどる。

一最高裁判所の裁判官会議及び裁判官の庶務に関する事項

二機密に関する事項

三公印の保管に関する事項

四文書の接受、発送及び調製並びに文書事務の管理に関する事項

五文書の審査及び進達に関する事項

六文書の開示に関する事項

七情報公開・個人情報保護審査委員会の庶務に関する事項

八儀式典礼に関する事項

'九’ 官報掲載に南する事項 ’
十渉外連絡に関する事項

十一外国の司法制度の調査研究に関する事項

（昭五五最裁程一・昭五九最裁程二・平三最裁程三・平一○最裁程一・平二七最

裁程三・一部改正）

第三条広報課においては、広報に関する事務をつかさどる。

（昭三四最裁程六・全改、昭五五最裁程一・平三最裁程三・一部改正）

第三条の二情報政策課においては、次の事務をつかさどる。

一情報化に関する政策の企画及び立案並びに調整に関する事項

二情報システムの整備及び管理に関する事項

三統計情報に関する事項

（平一六最裁程八・追加）

第四条総務局に第一課、第二課及び第三課を置く。

（昭二八最裁程二・全改、昭三五最裁程一・昭三八最裁程一・一部改正、昭五九

最裁程二・旧第七条繰上、平一六最裁程八・一部改正）

第五条総務局第一課においては、次の事務をつかさどる。

一裁判所及び弁護士に関する法規その他司法制度に関する事項

二弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する規則の制定に関する

事項

三事務総局の組織に関する規則の制定等事務総局内の総合連絡に関する事項

四外国弁護士の承認に関する事項

五裁判所並びに裁判所の支部及び出張所の設立及び廃止並びに開廷場所の指

定に関する事項

六国会、内閣及び弁護士会との連絡に関する事項

七会同及び協議会並びに委員会に関する事項

八最高裁判所の大法廷及び小法廷の庶務に関する事項

九下級裁判所裁判官指名諮問委員会の庶務に関する事項

（
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十裁判所職員再就職等監視委員会の庶務に関する事項

十一事務総局の他の局及び課に属しない事項

十二総務局の他の課に属しない事項

（昭三五最裁程一・全改、昭三八最裁程一・昭五五最裁程一・一部改正、昭五九

最裁程二・旧第八条繰上・一部改正、平三最裁程三・平一五最裁程二・平一六最

裁程八・平二○最裁程七・一部改正、平二六最裁程一・一部改正）

第六条総務局第二課においては、次の事務をつかさどる。

一裁判所職員の定員に関する事項

二裁判所職員（裁判所書記官、裁判所速記官、家庭裁判所調査官、家庭裁判

所調査官補、執行官及び廷吏を除く。 ）の執務に関する事項

三図書その他一般資料の整備に関する事項

四最高裁判所判例集等の刊行に関する事項

五裁判所時報の刊行に関する事項

(昭三五最裁程一・全改､昭四○最裁程ヨ･昭五五最裁程丁･一部改正､昭五九
最裁程二・旧第九条繰上、平三最裁程三・平一六最裁程四・一部改正、平二六最

裁程一・一部改正）

第七条総務局第三課においては、裁判所書記官、裁判所速記官及び廷吏の執務

に関する事務をつかさどる。

（昭三八最裁程一・追加、昭四○最裁程三・昭五五最裁程一・一部改正、昭五九

最裁程二・旧第九条の二繰上、平一六最裁程四・一部改正）

第八条及び第九条削除 （平一六最裁程八）

第十条人事局に任用課、給与課、能率課、調査課、公平課及び職員管理官を置

く。

（昭二五最裁程九・全改、昭四三最裁程一・一部改正、昭五九最裁程二・旧第十

条の三繰上）

第十一条人事局任用課においては、次の事務をつかさどる。

一補任等に関する事項

二裁判官の報酬の決定に関する事項

三任免その他の人事異動に関する審査及び服務の宣誓に関する事項

四試験、選考等に関する事項

五人事記録に関する事項

六人事局の他の課及び職員管理官の所掌に属しない事項

（昭二五最裁程九・全改、昭四三最裁程一・昭五五最裁程一・一部改正、昭五九

最裁程二・ |日第十条の四繰下・一部改正）

第十二条人事局給与課においては、次の事務をつかさどる。

一給与に関する事項（裁判官の報酬の決定に関する事項を除く。 ）

二給与簿に関する事項

三恩給、退職手当等に関する事項

四公務災害補償に関する事項

（昭二五最裁程九・全改、昭四三最裁程一・昭五五最裁程一・一部改正、昭五九
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最裁程二・ |日第十条の五繰下・一部改正、平二一最裁程一・一部改正）

第十三条人事局能率課においては、次の事務をつかさどる。

一考課、研修及び表彰に関する事項

二レクリエーションに関する事項

三保健及び厚生に関する事項

四服務に関する事項

五裁判所職員退職手当審査会の庶務に関する事項

（昭二五最裁程九・全改、昭四三最裁程一・昭五五最裁程一・一部改正、昭五九

最裁程二・旧第十条の六繰下・一部改正、平二一最裁程一・一部改正）

第十四条人事局調査課においては、次の事務をつかさどる。

一分限、懲戒等に関する事項

二身上調査、栄典等に関する事項

（昭二五最裁程九・追加、昭四三最裁程一・昭五五最裁程一・一部改正、昭五九

最球程二・旧第十条の七繰下･一部改正）
第十五条人事局公平課においては、次の事務をつかさどる。

一異議申立事件等の審査に関する事項

二苦情処理に関する事項

（昭二五最裁程九・追加、昭五五最裁程一・一部改正、昭五九最裁程二・旧第十

条の八繰下）

第十六条人事局職員管理官は、職員団体に関する事務をつかさどる。

（昭四三最裁程一・追加、昭五五最裁程一・一部改正、昭五九最裁程二・旧第十

条の八の二繰下・一部改正）

第十七条経理局に総務課、主計課、営繕課、用度課、監査課、管理課及び厚生

管理官を置く。

（昭二三最裁程一四・追加、昭二三最裁程二七・旧第十条の六繰下、昭二四最裁

程二・一部改正、昭二五最裁程九・ |日第十条の七繰下、昭三八最裁程一・昭四九

最裁程二・一部改

正、昭五九最裁程二・旧第十条の九繰下）

第十八条経理局総務課においては、次の事務をつかさどる。

一国有財産に関する事項

二経理局の他の課及び厚生管理官の所掌に属しない事項

（昭二四最裁程二・全改、昭二五最裁程九・旧第十条の八繰下、昭二七最裁程一

一・昭三八最裁程一・昭四三最裁程一・昭四九最裁程二・昭五五最裁程一・一部

改正、昭五九最裁

程二・旧第十条の十繰下・一部改正）

第十九条経理局主計課においては、次の事務をつかさどる。

一予算の編成及び執行に関する事項

二決算に関する事項

三最高裁判所の歳入及び歳出に関する事項

四最高裁判所の保管金及び保管有価証券の出納及び保管に関する事項

（
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（昭二三最裁程一四・追加、昭二三最裁程二七・旧第十条の八繰下、昭二五最裁

程九・旧第十条の九繰下、昭二七最裁程一一・昭三八最裁程一・昭五五最裁程一・

一部改正、昭五九最裁程二・旧第十条の十一繰下・一部改正）

第二十条経理局営繕課においては、次の事務をつかさどる。

一工事に関する調査、設計、実施及び監督に関する事項

二工事の請負契約に関する事項

（昭二三最裁程一四・追加、昭二三最裁程二七・旧第十条の九繰下、昭二四最裁

程二・一部改正、昭二五最裁程九・旧第十条の十繰下、昭四○最裁程四・昭四一

最裁程三・昭五五最裁程一・一部改正、昭五九最裁程二・旧第十条の十二繰下・

一部改正）

第二十一条経理局用度課においては、次の事務をつかさどる。

一物品の管理に関する計画に関する事項

二最高裁判所の物品の調達及び管理に関する事項

三最高裁判所の役務の'調達に関する事項 ’ ’
四最高裁判所の自動車の運行に関する事項

（昭二四最裁程二・追加、昭二五最裁程九・旧第十条の十一繰下、昭五五最裁程

一・一部改正、昭五九最裁程二・旧第十条の十三繰下・一部改正、平三最裁程三・

一部改正）

第二十二条経理局監査課においては、次の事務をつかさどる。

一会計法規に関する事項

二会計監査に関する事項

三会計に関する一般調査に関する事項

（昭二四最裁程二・追加、昭二五最裁程九・旧第十条の十二繰下、昭五五最裁程

一・一部改正、昭五九最裁程二・旧第十条の十四繰下）

第二十三条経理局管理課においては、次の事務をつかさどる。

一庁舎等の管理及び安全保持に関する事項

二最高裁判所の庁舎等の管理業務の委託に関する事項

三最高裁判所の電話交換及び役務作業に関する事項

（昭五九最裁程二・追加）

第二十四条経理局厚生管理官は、次の事務をつかさどる。

一裁判所共済組合に関する事項

二子を監護する者に対する給付金に関する事項

三勤労者財産形成促進に関する事項

（昭五九最裁程二・追加、平二二最裁程三・一部改正）

第二十五条民事局に第一課、第二課及び第三課を置く。

（昭二三最裁程二七・一部改正、昭五九最裁程二・旧第十一条繰下）

第二十六条民事局第一課においては、次の事務をつかさどる。

一民事実体法規に関する事項

二商事実体法規に関する事項

三民事裁判資料等の刊行に関する事項
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四民事関係資料の整備に関する事項

五民事局の他の課に属しない事項

（昭二三最裁程二七・昭五五最裁程一・一部改正、昭五五最裁程二・旧第十二条

繰下・一部改正、平三最裁程三・一部改正）

第二十七条民事局第二課においては、次の事務をつかさどる。

一民事訴訟の手続の法規に関する事項

二非訟事件及び民事調停の手続の法規に関する事項

三前二号の手続の規則の制定に関する事項

四第一号及び第二号の手続による事件に関する事項

五専門委員、司法委員、鑑定委員及び民事調停委員に関する事項

（昭三九最裁程三・全改、昭五五最裁程一・一部改正、昭五九最裁程二・旧第十

三条繰下、平一五最裁程七・一部改正）

第二十八条民事局第三課においては、次の事務をつかさどる。

一民事執行、保全執行及び倒産や手続の法規に関する事項 ’ ’
二前号の手続の規則の制定に関する事項

三第一号の手続による事件に関する事項

四執行官に関する事項

（昭三九最裁程三・全改、昭四一最裁程五・昭五五最裁程一・昭五五最裁程三・

一部改正、昭五九最裁程二・旧第十四条繰下、平三最裁程三・一部改正、平一二

最裁程三・一部改正）

第二十九条刑事局に第一課、第二課及び第三課を置く。

（昭二三最裁程二七・一部改正、昭五九最裁程二・旧第十五条繰下）

第三十条刑事局第一課においては、次の事務をつかさどる。

一刑事実体法規に関する事項

二検察審査会に関する事項

三刑事局の他の課に属しない事項

（昭二三最裁程二七・昭五五最裁程一・一部改正、昭五九最裁程二・旧第十六条

繰下、一部改正）

第三十一条刑事局第二課においては、次の事務をつかさどる。

一刑事訴訟の手続の法規に関する事項

二心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する

法律（平成十五年法律第百十号）に関する事項

三第一号の手続及び前号の法律に基づく手続の規則の制定に関する事項

四前号の手続による事件に関する事項

五精神保健審判員及び精神保健参与員に関する事項

（昭二三最裁程二七・昭五五最裁程一・一部改正、昭五九最裁程二・旧第十七条

繰下・一部改正、平一五最裁程七・一部改正）

第三十二条刑事局第三課においては、次の事務をつかさどる。

一刑事関係資料の整備に関する事項

二刑事手続の運用の実態調査に関する事項

（
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三刑事執務資料等の刊行に関する事項

（昭二三最裁程二七・昭五五最裁程一・一部改正、昭五九最裁程二・旧第十八条

繰下・一部改正、平三最裁程三・一部改正）

第三十三条行政局に第一課、第二課及び第三課を置く。

（昭二三最裁程二七・一部改正、昭五九最裁程二・旧第十九条繰下）

第三十四条行政局第一課においては、次の事務をつかさどる。

一行政、労働及び知的財産権に関する資料の整備に関する事項

二行政、労働及び知的財産権に関する事件に関する事項

三行政局の他の課に属しない事項

（昭三九最裁程三・全改、昭五五最裁程一・一部改正、昭五九最裁程二・旧第二

十条繰下・一部改正、平三最裁程三・平二七最裁程三・一部改正）

第三十五条行政局第二課においては、次の事務をつかさどる。

一行政に関する法規に関する事項

二行政事件訴訟の手続の|規則の制定に関する事項 ’ ’
三行政裁判資料等の刊行に関する事項

（昭三九最裁程三・全改、昭五五最裁程一・一部改正、昭五九最裁程二・旧第二

十一条繰下、平三最裁程三・平二七最裁程三・一部改正）

第三十六条行政局第三課においては、次の事務をつかさどる。

一労働及び知的財産権に関する法規に関する事項

二労働及び知的財産権に関する訴訟の手続の規則の制定に関する事項

三労働関係民事裁判資料、労働関係行政裁判資料、知的財産権関係裁判資料

等の刊行に関する事項

（平三最裁程三・全改、平二七最裁程三・一部改正）

第三十七条家庭局に第一課、第二課及び第三課を置く。

（昭二三最裁程二七・追加、昭五九最裁程二・旧第二十二条の二繰下）

第三十八条家庭局第一課においては、次の事務をつかさどる。

一少年審判に関する法規に関する事項

二少年審判の手続の規則の制定に関する事項

三前号の手続による事件に関する事項

四少年審判に関する関係機関との連絡に関する事項

五家庭裁判資料等の刊行に関する事項

六家庭事件に関する資料の整備に関する事項

七家庭局の他の課に属しない事項

（昭二三最裁程二七・追加、昭四三最裁程一・昭五五最裁程一・一部改正、昭五

九最裁程二・旧第二十二条の三繰下、平三最裁程三・平一五最裁程七・一部改正、

平二五最裁程一・一部改正）

第三十九条家庭局第二課においては、次の事務をつかさどる。

一家事審判及び家事調停に関する法規に関する事項

二人事訴訟に関する法規に関する事項

三国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律（平成

（
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二十五年法律第四十八号）に関する事項

四家事審判、家事調停及び人事訴訟の手続並びに前号の法律に基づく手続の

規則の制定に関する事項

五前号の手続による事件に関する事項

六参与員及び家事調停委員に関する事項

七家事審判、家事調停、人事訴訟及び第三号の法律に関する関係機関との連

絡に関する事項

（昭二三最裁程二七・追加、昭五五最裁程一・旧第二十二条の五繰上・一部改正、

昭五九最裁程二・旧第二十二条の四繰下、平三最裁程三・平二○最裁程五・一部

改正､平二五最裁程一・一部改正、平二六最裁程一・一部改正）

第四十条家庭局第三課においては、次の事務をつかさどる。

一家庭裁判所調査官及び家庭裁判所調査官補の執務に関する事項

二家庭事件の科学的調査に関する事項

（昭五五最裁程一・追加、昭五九最裁程二・旧第二汁土条の五繰下） ，
第四十一条各局長において必要と認めたときは、その局の一の課若しくは室、

職員管理官又は厚生管理官に属する事務を適宜他の課若しくは室、職員管理官

又は厚生管理官において処理させることができる。

（昭二三最裁程二七・昭三八最裁程一・昭四三最裁程一・一部改正、昭五九最裁

程二・旧第二十三条繰下）

（

附則

この規程は、最高裁判所事務局規則施行の日から、 これを施行する。

（施行の日＝昭和二二年一二月一日）

附則（昭和二三年七月二五日最高裁判所規程第一四号）

この規程は、昭和二十三年七月二十五日から、 これを施行する。

附則（昭和二三年九月六日最高裁判所規程第一七号）

この規程は、昭和二十三年九月六日から、 これを施行する。

附則（昭和二三年一二月二八日最高裁判所規程第二七号）

この規程は、昭和二十四年一月一日から施行する。

附則（昭和二四年一月二八日最高裁判所規程第二号）

この規程は、昭和二十四年二月一日から施行する。

附則（昭和二四年七月一日最高裁判所規程第一三号）

この規程は、昭和二十四年七月一日から施行する。

附則（昭和二四年七月一日最高裁判所規程第一六号）
この規程は、最高裁判所事務総局規則の一部を改正する規則（昭和二十四年最

高裁判所規則第十七号）施行の日（昭和二十四年七月一日）から施行する。

附則（昭和二五年六月一二日最高裁判所規程第九号）

この規程は、昭和二十五年七月一日から施行する。

附則（昭和二七年五月一二日最高裁判所規程第一一号）

この規程は、昭和二十七年五月十二日から施行する。

（



附則（昭和二七年一二月二七日最高裁判所規程第一九号）

この規程は、昭和二十八年一月一日から施行する。

附則（昭和二八年三月三○日最高裁判所規程第二号）

この規程は、昭和二十八年四月一日から施行する。

附則（昭和三二年六月一五日最高裁判所規程第三号）

この規程は、昭和三十二年六月十五日から施行する。

附則（昭和三四年九月三○日最高裁判所規程第六号）

この規程は、昭和三十四年十月一日から施行する。

附則（昭和三五年四月二七日最高裁判所規程第一号）

この規程は、昭和三十五年五月一日から施行する。

附則（昭和三八年四月二二日最高裁判所規程第一号）

この規程は、昭和三十八年五月一日から施行する。

附則（昭和三九年四月二五日最高裁判所規程第三号）

この規程は,、昭和三十九年五月一日から施行管る。
附則（昭和四○年三月三一日最高裁判所規程第三号）

この規程は、昭和四十年四月一日から施行する。

附則（昭和四○年七月一○日最高裁判所規程第四号）

この規程は､昭和四十年九月一日から施行する。

附則（昭和四一年九月一○日最高裁判所規程第三号）

この規程は、昭和四十一年九月十日から施行する。

附則（昭和四一年一一月一日最高裁判所規程第五号）

この規程は、執行官法（昭和四十一年法律第百十一号）この規程は、執行官法（昭和四十一年法律第百十一号）

（
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の施行の日から施行す

る。

（施行の日＝昭和四一年一二月三一日）

附則（昭和四三年四月二○日最高裁判所規程第一号）

この規程は、昭和四十三年五月一日から施行する。

附則（昭和四九年四月一○日最高裁判所規程第二号）

この規程は、昭和四十九年四月十一日から施行する。

附則（昭和五五年二月二七日最高裁判所規程第一号）

この規程は、昭和五十五年四月一日から施行する。

附則（昭和五五年四月二三日最高裁判所規程第三号）

この規程は、民事執行法（昭和五十四年法律第四号）の施行の日（昭和五十五

年十月一日）から施行する。

附則（昭和五九年六月二○日最高裁判所規程第二号）

この規程は、昭和五十九年六月二十五日から施行する。

附則（平成三年七月一七日最高裁判所規程第三号）

この規程は、平成三年八月一日から施行する。

附則（平成一○年三月四日最高裁判所規程第一号）

この規程は、平成十年四月一日から施行する。

附則（平成一二年二月九日最高裁判所規程第三号）

（



この規程は、民事再生法（平成十一年法律第二百二十五号）の施行の日（平成

十二年四月一日）から施行する。

附則（平成一五年三月二六日最高裁判所規程第二号）

この規程は、平成十五年五月一日から施行する。

附則（平成一五年一一月一九日最高裁判所規程第七号）

この規程の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める

日から施行する。

一第二十七条第一号及び第三十八条の改正規定人事訴訟法（平成十五年法

律第百九号）の施行の日

二第二十七条第五号の改正規定民事訴訟法等の一部を改正する法律（平成

十五年法律第百八号）の施行の日

三第三十一条の改正規定平成十五年十一月十九日

附則（平成一六年三月三一日最高裁判所規程第四号）

こ､規程は、裁判所法の一部を改正する法律（平成,十六年法律第八号）の施行
の日（平成十六年四月一日）から施行する。

附則（平成一六年一一月一七日最高裁判所規程第八号）

この規程は、平成十七年一月一日から施行する。

附則（平成二○年一○月二九日最高裁判所規程第五号）

この規程は、少年法の一部を改正する法律（平成二十年法律第七十一号）の施

行の日（平成二十年十二月十五日）から施行する。

附則（平成二○年一二月二四日最高裁判所規程第七号）

この規程は、国家公務員法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第百八号）

の施行の日（平成二十年十二月三十一日）から施行する。

附則（平成二一年三月二五日最高裁判所規程第一号）

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則（平成二二年三月三一日最高裁判所規程第三号）

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則（平成二五年二月一三日最高裁判所規程第一号）

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則（平成二六年二月五日最高裁判所規程第一号）

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則（平成二七年三月四日最高裁判所規程第三号）

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
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最高裁判所事務総局等の組織について

平成元年3月22日総一第84号最高裁判所

事務総局局課長，司法研修所長，裁判所書記

官研修所長，家庭裁判所調査官研修所長最

高裁判所図書館長宛事務総長通達

号
号
号
号
号
号
号
号
号
号
号
号
号
号
号
号
号
号

０
５
８
５
４
６
１
１
５
印
刷
肥
師
刀
加
５
５
８

７
７
７
５
７
５
７
９
８
Ⅲ
田
舵
伽
朋
舵
７
７
４

２
１
１
１
Ⅱ
叩
朋
Ⅱ
叩
叩
１
１
２

第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

総
総
総
総
総
総
総
総
総
総
総
総
総
総
総
総
総
総

日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日

６
５
７
４
６
１
３
８
１
８
０
６
７
６
２
７
５
５

２
１
１
１
２
２
１
１
１
１
２
１

月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月

３
９
７
７
３
３
３
３
４
１
３
３
３
３
３
３
３
３

１

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

２
２
３
６
０
１
３
５
６
６
７
９
０
１
４
５
６
７

１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２

成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成

平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平

改正
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最高裁判所事務総局，司法研修所，裁判所職員総合研修所及び最高裁判所図

書館の組織について，下記のとおり定めましたから， これによってください。

記

l 班及び係の設置

最高裁判所事務総局の課並びに局の課職員管理官及び厚生管理官，司法

研修所及び裁判所職員総合研修所の事務局の課並びに最高裁判所図書館の課

に，別表のとおり班及び係を置く。

2班及び係の事務分掌



各班及び各係の事務分掌は， 当分の間，最高裁判所事務総局の局長若しく

は課長，司法研修所若しくは裁判所職員総合研修所の所長又は最高裁判所図

書館長の定めるところによる。

3他の班又は係による事務の処理

最高裁判所事務総局の課長並びに局の課長，職員管理官及び厚生管理官，

司法研修所及び裁判所職員総合研修所の事務局の課長並びに最高裁判所図書

館の課長において必要と認めたときは，その課，職員管理官又は厚生管理官

の一の班又は係に属する事務を適宜他の班又は係において処理させることが

できる。

付記

l この通達は，平成元年4月1日から実施する。

2所菫鶏謁撫三鱒需=鱸圭捕亨晉震需厩苧判
（
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付記

この通達は，

付記

この通達は，

付記

この通達は，

付記

この通達は，

付記

この通達は，

付記

この通達は，

付記

この通達は，

付記

この通達は，

付記

この通達は，

付記

この通達は，

付記

この通達は，

付記

(平成2． 3． 6総一第70号）

平成2年4月1日から実施する。

(平成2． 9． 25総一第275号）

平成2年10月1日から実施する。

(平成3． 7． 17総一第178号）

平成3年8月1日から実施する。

(平成6． 7． 4総一第155号）

平成6年8月1日から実施する。

(平成10． 3． 16総一第74号）

平成10年4月1日から実施する。

(平成l l. 3. 1 1総一第56号）

平成1 1年4月1日から実施する。

(平成13． 3． 23総一第71号）

平成13年4月1日から実施する。

(平成15． 3． 28総一第91号）

平成15年4月1日か．ら実施する。

(平成16． 4． 1総一第185号）

平成16年4月1日から実施する。

(平成16． 1 1 ． 18総一第000160号）

平成17年1月1日から実施する。

(平成17． 3． 10総一第000184号）

平成17年4月1日から実施する。

(平成19. 3. 16総一第000288号）

（



この通達は，平成19年4月1日から実施する。

付記（平成20． 3． 17総一第000287号）

この通達は，平成20年4月1日から実施する。

付記（平成21 ． 3． 26総一第000327号）

この通達は，平成21年4月1日から実施する。

付記（平成24． 3． 12総一第000230号）

この通達は，平成24年4月1日から実施する。

付記（平成25． 3． 7総一第175号）

この通達は，平成25年4月1日から実施する。

付記（平成26． 3． 5総一第175号）

この通達は，平成26年4月1日から実施する。

この墓達謹0菫麗憾月,鴬雪総臺
（

’
’

I

（



(別表）

（
’

’

(〕

’
竪貯 Ⅱ幻

1 1

局 課 等 局の課等 班及び係の名称

秘 書 課

’

総務係

庶務第一係

庶務第二係

庶務第三係

秘書係

長官公邸係

会議'係
審査係

文書管理第一係

文書管理第二係

文書開示第一係

文書開示第二係

渉外第一係

渉外第二係

’

広 報 課 企画係

広報係

報道第一係
q

報道第二係



情報セキュリティ係

情報処理第一係

情報処理第二係

統計情報係

統計システム係

庶務係

企画調整係

管轄係

国会係 ’

第一課総 務 局

（
’ ’

’ ’
’

定員係

資料係

判例法令係

第二課

訟廷企画係

訟廷調査第一係

訟廷調査第二係

訟廷調査第三係

第 課
一
一
一

(』
総務係

庶務係

任用第一企画係

任用第一実施係

任用第二企画係

任用第二実施係

任用第三企画係

人 事 局 ｜任用課

試験第一係



｜ ’ ’

（
’I

’ ’
’

（

’

’

給与課

’

給与第一企画係

給与第二企画係

給与第三企画係

給与第四企画係

給与第一実施係

給与第二実施係

退職給与係

災害補償係

能率課 福祉係

健康係

考課研修係

服務係

調査課 分限懲戒係

調査係

公平課 異議審査係

苦情処理係

職員管理官 職員係

総務課 庶務係

施設総括係

国有財産係

公務員宿舎第一係

公務員宿舎第二係



（
’ ’’

’ ’
I

（

予算企画係

予算第一係

予算第二係

予算第三係

予算第四係

出納第一係

出納第二係

出納第三係

’

営繕課 経理係

契約係

企画調査班

第一設計班

第二設計班

第三設計班

構造設計班

電気設備班

機械設備班

管理班

第一積算班

第二積算班



！’

（

’’

(／

’

監査課 法規係

監査係

調査係

管理課

’

総括係

施設管理班

警備係

内務係

電話交換係

’
I

厚生管理官 共済組合本部企画係

共済組合本部経理係

共済組合本部業務係

共済組合支部給付係

共済組合支部福祉係

第 一 課 庶務係

企画係

事件係

調査係

第 二 課 民事訴訟係

渉外民事係

簡易裁判所民事係

民事調停係



（

I

（

！ I
労働係

倒産手続係

執行制度係

刑 事 局

’
’

～

I

第
一

課

第 二 課

第三課

庶務係

企画第一係

企画第二係

裁判員制度企画第一係

裁判員制度企画第二係

検察審査会係
I

’

規則制定係

令状事件係

訴訟事件第一係

訴訟事件第二係

裁判員手続第一係

裁判員手続第二係

裁判実績調査係

法規判例調査係

事件係

第
一

課 庶務係

企画係

事件係

第
一
一 課 行政法規係

行政訴訟係



（
’

I

（

M

家 庭 局

0

1

第
一

課

第
一
一 課

第三課

庶務係

企画係

少年法規・事件係

少年資料係

家事法規・事件係

家事手続第一係

家事手続第二係

家事資料係
｜ ’

調査制度係

科学調査係

’

総務課 庶務係

人事係

寮務係

図書係

経理課 経理係

用度係

管理係

企画第一課 研修庶務係

企画係



（
’

’

（

裁判所職員総合研修所

’

総務課

経理課

企画研修第

一課
’

’

企画研修第

二課

資料課

係
係
係

務
事
務

庶
人
寮

経理係

用度係

管理係

企画係

調査係

研修第一係

研修第二係

’

企画調査係

研修第一係

研修第二係

資料係

図書係

最高裁判所図書館 総務課

整理課

庶務係

閲覧係

参照係

保管係

受入係

整理係

雑誌索引係



最高裁行一第62号

平成13年3月26日

殿
殿
殿

最高裁判所事務総局行政局第一課長

最高裁判所事務総局行政局第二課長

最高裁判所事務総局行政局第三課長

最高裁判所事務総局行政局長千葉勝美

（

行政局の課に置かれる係の事務分掌について（通達）

平成元年3月22日付け最高裁総一第84号事務総長通達「最高裁判所事務総局

等の組織について」記の2に基づき，標記の事務分掌を別表のとおり定め， 4月1

日から実施します。

’I

（



(別表）

行政局事務分掌

平成13年4月1日実施

（
’’

’

(識

口lb7K午nF

課 係 事 務 内 容

庶務係 1 局内の人事，会計に関する事項

2文書の発受に関する事項

3 局内ゐ連絡調整に関する事項
4会同，協議会等の運営に関する事項

5 その他，他の課，係に属しない事項

企画係 1 行政,労働及び知的財産権に関する訴訟制度の運

用に関する事項

2局所管の予算の編成及び実行並びに局の業務の企

画，立案に関する事項

3 局刊行物の刊行の管理に関する事項

4他の課,係の編集刊行に係る刊行物以外の刊行物

の編集刊行に関する事項

5 局用図書及び文献の整備,管理並びに他の課に属

しない資料の整備に関する事項

6 国会との連絡に関する事項



（

I

（

｜ ’

2 1掲記の事件の動向及び実態の調査に関する事項

3 1掲記の事件の各種統計の作成に関する事項

第二課 行政法規係

’

行政訴訟係

行政判例係

1 行政（第三課の分掌に係るものを除く。以下行政

訴訟係及び行政判例係についても同じ。 ）に関する実

体法規の調査，研究及び質疑に関する事項

2 1掲記の法規に関する資料の整備及び編集刊行に

3

’

関する事項

,掲記の法規に関する関係機関との連絡協議に湾
する事項

1 行政に関する訴訟法規の調査,研究及び質疑に関

する事項

2 1掲記の法規に関する資料の整備及び編集刊行に

関する事項

3 1掲記の法規に関する関係機関との連絡協議に関

する事項

4行政事件（第三課の分掌に係るものを除く。 ）の

訴訟手続に関する規則の制定改廃に関する事項

1 行政に関する裁判例の調査,研究及び質疑に関す

る事項

2 1掲記の裁判例に関する資料の整備及び編集刊行

に関する事項



(／

’

（

調
味

一
一
一第 労働係

I
’

知的財産権係

1 労働関係の民事･行政に関する法規及び裁判例の

調査，研究及び質疑に関する事項

2 1掲記の法規等に関する資料の整備及び編集刊行

に関する事項

3 1掲記の法規に関する関係機関との連絡協議に関

する事項

4労働関係民事･行政事件の訴訟手続に関する規則

の制定改廃に関する事項
’

5私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

84条の2第1項に掲げる訴訟事件,同法85条1

号及び2号に掲げる訴訟事件並びに同法86条に掲

げる事件に関する前各号に掲げる事項に準ずる事項

1 知的財産権関係の民事･行政に関する法規及び裁

判例の調査，研究及び質疑に関する事項

2 1掲記の法規等に関する資料の整備及び編集刊行

に関する事項

3 1掲記の法規に関する関係機関との連絡協議に関

する事項

4知的財産権関係民事･行政事件の訴訟手続に関す

る規則の制定改廃に関する事項



最高裁行一第160号

平成27年3月9日

最高裁判所事務総局行政局第一課長

最高裁判所事務総局行政局第二課長

最高裁判所事務総局行政局第三課長

殿
殿
殿

最高裁判所事務総局行政局長菅野 {雅之

「行政局の課に置かれる係の事務分掌について」の廃止につ

いて（通達）

平成13年3月.26日付け最高裁行一第62号行政局長通達「行政局の課に置か

れる係の事務分掌について」は，平成27年3月31日限り，廃止します。

（

（


